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【育児休業開始日の柔軟化について ～令和 4 年 10 月 1 日施行～】 

仕事と育児を両立できるようにするため、産後パパ育休（出生時育児休業）制度の創設や 1 歳までの育児

休業の分割取得が可能になる等、育児・介護休業法が令和 4 年 10 月 1 日に改正されますが、1 歳（1 歳 6

か月）以降の育児休業について、『育児開始日の柔軟化』も図られておりますのでご案内いたします。 

これまで 1 歳（1 歳 6 か月）時点に限られていた育児休業開始日を、期間の途中で配偶者と交代して育児

休業を開始できるようにする観点から、配偶者が 1 歳（1 歳 6 か月）以降の育児休業を取得している場合に

は、その配偶者の休業終了予定日の翌日以前の日を育児休業開始予定日とできるようになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※1 雇用環境の整備などを上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1 か月前までとすることができる。 

※2 就業可能日等には上限あり。 

※3 1 歳以降の育児休業が、他の子についての産前・産後休業、産後パパ育休、介護休業または新たな育児休業の開

始により育児休業が終了した場合で、産休等の対象だった子等が死亡等したときは、再度育児休業を取得できる。 

※上記内容につきまして、ご質問等がございましたら、お気軽にご相談ください。 

夏季休業のお知らせ  弊社 8 月 11 日～8 月 15 日は夏季休業とさせていただきます。 

〖 今月の担当：湯浅 〗 

法改正にあたり、

就業規則（育児・

介護休業規程）

の見直しが必要

となります。 

これまでご案内し

てきました改正内

容の概要を右図

にまとめておりま

すのでご覧くださ

い。 


